
第１回障がい児保育検討専門委員会

障がい児保育の今後のあり方について
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障がい児保育の経緯

本市の障がい児保育制度は，昭和58年度より指定保育所制度により開始し，
平成14年度より，全保育所での受入れを実施している。
その後，15年余が経過し，その間，児童福祉法の改正や社会情勢の変化等に

より，障がい児保育のニーズが高まっているほか，医療的ケアを必要とする児
童の保育の受け皿の確保など，新たな課題も生じている。

具体的な課題

① 医療的ケア児の保育の受け皿について
② 障がいの程度が重い子どもの保育の受け皿について
③ 障がい児保育に係る判定制度の見直しについて
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概 要

医療的ケア児とは，医学の進歩を背景として，ＮＩＣＵ等に長期入院した後，
引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し，たんの吸引や経管栄養などの医療的ケ
アが日常的に必要な障がい児（※）をいう。
医療的ケア児については，多くの保育所に看護師が配置されていないことから，

基本的には，保育の受け皿が確保できていない状況にある。
（※）厚生労働省・平成29年度医療的ケア児等の地域支援体制構築に係る担当者合同会議資料「医療的ケアが必要な障害児への支援の充実に向けて」より

① 医療的ケア児の保育の受け皿について

検討事項（案）
〇 受け入れる保育所をどうするか（公立・民間，受入箇所数，民間園への補助など）

〇 必要な医療的ケアの種類と受入れの可否，受入れ人数，留意事項等について

〇 主治医や保護者との連携体制について

〇 保育所で受入れが困難な場合について

〇 その他 ３



医療的ケア児に関する保育ニーズ調査（有効回答：70件）

〇 手帳の保有状況・・・Ｐ６
身障手帳１級かつ療育手帳Ａ１が最も多い（44.3％）一方で，いずれの手

帳も保持していない方が11.4％。

〇 必要な医療的ケア・・・・Ｐ７
経管栄養（62.9％），吸引（55.7％），在宅酸素（45.7％）と続く。ま

た，62.9％が，複数の医療的ケアを必要としている。

〇 主な介助者の就労状況・・・Ｐ12
主な介助者のうち，就労意向あり（就労中を含む。以下同じ）の割合は，

70.0％を占める。

① 医療的ケア児の保育の受け皿について
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医療的ケア児に関する保育ニーズ調査（有効回答：70件）

サービス

就労意向あり

就労意向なし 計
重度重複児 手帳なし 左記以外 小 計

保育所等 17.1％
（12人）

5.7％
（４人）

21.4％
（15人）

44.3％
（31人）

11.4％
（８人）

55.7％
（39人）

幼稚園 8.6％ 4.3％ 11.4％ 24.3％ 5.7％ 30.0％

児童発達支援 15.7％ 5.7％ 14.3％ 35.7％ 17.1％ 52.9％

日中一時支援 24.3％ 2.9％ 8.6％ 35.7％ 15.7％ 51.4％

送迎サービス 18.6％ 1.4％ 10.0％ 30.0％ 15.7％ 45.7％

居宅での保育 12.9％ ０％ 2.9％ 15.7％ 10.0％ 25.7％

（重度重複児：身障手帳１・２級かつ療育手帳Ａ１・Ａ２）

① 医療的ケア児の保育の受け皿について
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〇 主な介助者の求めるサービス（主なもの）・・・Ｐ17



① 医療的ケア児の保育の受け皿について

医療的ケア児保育モデル事業

＜概 要＞
平成30年度については，公立千代保育所における「医療的ケア児保育モデル

事業」において，３人の医療的ケア児を受け入れ中。平成31年度については，
公立保育所４か所（千代・香椎・姪浜・那珂）において，受け入れを行う予定。

＜課 題＞
〇 医療的ケアの種類が同じであっても，心身の発達状況等の違いにより，
例えば，食材の刻み方・昼寝の際の姿勢など，留意すべき事項が大きく異
なる。

〇 児童の主治医による医療的ケア実施看護師へのサポート体制や，保護者
側の保育所への協力体制の構築が必要である。

〇 器具が外れた場合の対応や，参加できない遊びなど，児童ごとの配慮事
項について，保護者との詳細な確認・合意が必要である。 ６



他都市の状況

＜政令指定都市の状況＞
〇 医療的ケア児の受入れ制度を設けている都市：20政令市中，11市

（仙台市，千葉市，川崎市，横浜市，新潟市，京都市，大阪市，堺市，
神戸市，広島市，北九州市）※モデル的に受入れ中の本市を除く。

〇 受入れ制度を設けている都市の受入体制
・公立で受入れ：６市
（千葉市，川崎市，新潟市，大阪市，広島市，北九州市）

・公立と民間の一部園で受入れ：５市
（仙台市，横浜市，京都市，堺市，神戸市）

※詳細は，参考資料集 P５～参照

① 医療的ケア児の保育の受け皿について
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概 要

本市の障がい児保育においては，児童の障がいの程度により，「軽度」，
「中度」，「中度より重い」の３段階で判定している。なお，児童１人に対し
て保育士１人での対応を必要とする児童については，「集団保育困難」と判定
しているが，保護者・保育所・主治医等の三者で協議の上で，受入れ可能と判
断された場合は，障がい児保育の対象となる。

また，本市の障がい児保育制度は，次の３つから構成されている。
・児童の障がいの程度に応じた保育士加配費助成
・保育施設等に対する研修
・保育施設等への訪問・相談

② 障がいの程度が重い子どもの保育の受け皿について

［参考] ＜福岡市障がい児保育事業補助金の額＞
・軽度：65,000円（0.3人分）
・中度：97,000円（0.45人分）
・中度より重い：130,000円（0.6人分）
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② 障がいの程度が重い子どもの保育の受け皿について

検討事項（案）

〇 児童１人に対して保育士１人での対応を要する児童について，保育所での
保育の対象とするか

〇 児童１人に対して保育士１人を配置しても，保育所での受入れが困難な児
童に係る保育の受け皿について

〇 受け入れる保育所をどうするか（民間保育所で受け入れる場合の補助・箇所数など）

〇 その他
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② 障がいの程度が重い子どもの保育の受け皿について

現 状
＜障がい児保育対象児童数の推移（認定こども園，地域型保育事業所含む。）＞ （各年度４月１日現在）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （31年３月）

受入人数 311人 361人 382人 413人 411人 （590人）

受入施設数 130施設 146施設 159施設 163施設 168施設 （205施設）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 （31年３月）

軽 度 214人 263人 295人 299人 272人 （420人）

中 度 81人 84人 68人 93人 115人 （142人）

中度より重い 15人 13人 14人 18人 21人 （25人）

中度より重い
に準じる（※） １人 １人 ５人 ３人 ３人 （３人）

合 計 311人 361人 382人 413人 411人 590人

＜障がい児保育対象児童数程度別推移（認定こども園，地域型保育事業所含む。）＞（各年度４月１日現在）

（※）「集団保育困難」と判定されたが，保育所入所中の児童 10



② 障がいの程度が重い子どもの保育の受け皿について

現 状

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
判定児童数 ２人 １人 ７人 ５人 ７人
入所児童数 １人 １人 ５人 ３人 ３人

＜「集団保育困難」と判定された児童の推移＞ （各年度４月１日現在）

障がい種別 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
発達障がい 192人 226人 229人 253人 259人
知的障がい 89人 94人 109人 110人 100人
肢体不自由 17人 26人 27人 33人 39人
聴覚障がい ７人 ９人 ８人 ９人 ４人
視覚障がい １人 ２人 １人 １人 ２人
内部疾患 ３人 ２人 ２人 ３人 ４人
難病 １人 １人 １人 １人 ０人
その他 １人 １人 ５人 ３人 ３人
合 計 311人 361人 382人 413人 411人

＜障がい種別一覧（主たる障がいで分類）＞ （各年度４月１日現在）

11



① スタッフが自宅へ
・様子伺い
・予定確認
・昼食確認 など

他都市の事例（東京都各区）

② 障がいの程度が重い子どもの保育の受け皿について

② 自宅で保育
・絵本
・触れ合い遊び

など

③ 外出
・療育センター
・交流保育
・お散歩
・アニーの子同士の
交流 など

④ 看護師訪問
・健康状態確認
・医療的ケア指導

など
（訪問看護ステーション

と別途契約）

⑤ 食事・投薬
・保育記録に記載
・午睡
・午後の遊び

など

⑥ 保護者帰宅
・一日の保育内容報告
・翌日の予定確認

など

12

認定NPO法人フローレンス様ご提供

＜補足（認定NPO法人フローレンス様より）＞
・担任は保育スタッフであり、常時看護師がいるわけではないので、受け入れ可能な疾患および症状に限りがあります。
・アニーでの保育や交流保育の経験・疾患状況の変化・認可園での支援体制強化等で、通常の認可保育園へ転園する例も出てき
ています。

・私達は障がい児や医療的ケア児が、可能な限り認可園や幼稚園などに入園し、色々な子どもと過ごすことができるようになる
ことを願っています。



概 要
当市の障がい児保育における判定基準は，次のとおりとなっている。

③ 障がい児保育に係る判定制度の見直しについて

視覚
障がい

聴覚
障がい

音声・言語・そ
しゃく機能障

がい

肢体不自由

内部疾患
知的
障がい

広汎性発達障が
い・注意障がい・

多動症等

難病等
（注７）上肢

下肢
・体幹

軽度
両眼の

矯正視力
0.08～0.3

４級
（注３）

４級 ３級
身体活動にいくらか
制限を要するもの
身障４級

軽度
（B２）

軽度 軽度

中度
両眼の

矯正視力
0.02～0.08

２・３級
（注３）

３・４級
（注４）

３級 ２級
身体活動に制限を
要するもの
身障３級

中度
（B１）

中度 中度

中度より重い

両眼の
矯正視力
0.02未満

(注２）

その他 その他 ２級 １級 その他 その他
衝動性と自傷他がい

の著しい児童

中度より
重い

集団保育困難 保育士対児童が，１：１の対応を常時要するもの

注１：障がいの程度にかかる等級は，現在所持している身体障害者手帳及び療育手帳の等級によるのではなく，現在の状態で
判定する。

注２：ＡＤＬがある程度自立，慣れた場所での移動がほぼ自立，集団適応が良好であれば中度とみなす。
注３：聴覚障がいの場合は，音声言語による２～３語文の簡単な日常会話が可能であること。
注４：えん下に問題はなく，身振り又は音声言語によるコミュニケーションができること。
注５：障がいが重複する場合は，障がいの程度を１ランク重くすることがある。

（本表作成基準：知的に正常範囲で３歳児を想定する。よって、さらに年齢を加味する場合がある。）
注６：基準表中，「その他」については，個別に判定するものとする。
注７：医師の意見を参考に，保育の困難度，要配慮度を総合的に考慮し，判定する。

（難病等の対象となる範囲については，障害者総合支援法の対象疾病に限る）
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検討事項（案）

〇 現行制度で「集団保育困難」と判定している児童の判定について
（児童対保育士が，１：１で保育所入所が可能か否か など）

〇 「その他」と記載している箇所の例示等について

〇 医療的ケア児に係る判定基準について

〇 その他

③ 障がい児保育に係る判定制度の見直しについて
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③ 障がい児保育に係る判定制度の見直しについて
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他都市の事例（横浜市）

〇 手帳保持者については，手帳で判断（別表１）

〇 手帳不保持者については，児童状況書（保護者記載），児童状況確認書
（施設・事業者記載），児童意見書・診断書（判定機関等記載）に基づき，
形式的に，別表２－１・別表２－２（障がい），別表３（医療的ケア）の基
準に当てはめ，重い方を適用

〇 医療的ケア児や，障がいの程度が重い児童など，専門家の意見が必要な場
合は，障害児等保育教育調整会議委員へ意見聴取（年間１～２件程度）



他都市の事例（横浜市）

③ 障がい児保育に係る判定制度の見直しについて
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③ 障がい児保育に係る判定制度の見直しについて
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他都市の事例（横浜市）



③ 障がい児保育に係る判定制度の見直しについて
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他都市の事例（横浜市）



③ 障がい児保育に係る判定制度の見直しについて
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他都市の事例（横浜市）
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